
環境対策推進会議設置要綱 

 

   制定 平成１９年２月２８日 

改正 平成２１年３月２７日 要綱第 148 号 

改正 平成２４年５月１０日 要綱第 123 号 

改正 平成２6年９月１２日 要綱第 113 号 

改正 平成２7年３月１１日 要綱第 265 号 

改正 平成２9年 1月 27日 要綱第  7号 

    改正 令和 2年 12月 9日 要綱第 201号 

  改正 令和 ４年  7月 4日 要綱第 176号 

  

（設置） 

第 1条 環境問題に対する、品川区の施策を総合的、効果的に推進するため、 

環境対策推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第 2条 推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。 

(1) 品川区の環境施策全般に関する事項 

(2) 環境マネジメントシステムに関する事項 

(3) その他前 2号に関連し必要と認められる事項 

（組織） 

第 3条 推進会議は、別表に掲げる座長、副座長および委員で構成する。 

２ 座長は、推進会議を招集し、会議を主催する。 

３ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときはその職務を代理する。 

４ 座長は、第１項に定めるもののほか、必要と認める者を出席させることが

できる。 

（庶務） 

第 4条 推進会議に関する事務は、都市環境部環境課において処理する。 

（委任） 

第 5条 この要綱の実施について要綱の定めない事項については、別に都市 

 環境部長が定める。 

付 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、平成２４年５月１１日から適用する。 

付 則 



この要綱は、平成２6年 10月 1日から適用する。 

付 則 

この要綱は、平成２7年 4月 1日から適用する。 

付 則 

この要綱は、平成２9年 2月８日から適用する。 

付 則 

この要綱は、令和 2年 12月 9日から適用する。 

  付 則 

この要綱は、令和４年７月１５日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 表  

 

役 職    職 名 

 

座長     副区長（都市環境部担任） 

副座長    副区長 

副座長    教育長 

委員     企画部長 

委員     総務部長 

委員     危機管理担当部長 

委員     新庁舎整備担当部長 

委員     地域振興部長 

委員     文化スポーツ振興部長 

委員     子ども未来部長  

委員     福祉部長 

委員     健康推進部長 

委員     品川区保健所長 

委員     都市環境部長 

委員     都市整備推進担当部長 

委員     品川区清掃事務所長 

委員     防災まちづくり部長 

委員     災害対策担当部長 

委員     会計管理室長 

委員     教育委員会事務局教育次長 

委員     区議会事務局長 

委員     選挙管理委員会事務局長 

委員     監査委員事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


